
公衆衛生推進事業補助金交付要綱

(趣旨)
第 1 条 こ の要綱は、 動物に関する公衆衛生の向上な ど公衆衛生事業を推進するため、

厚木愛甲獣医師会に対し、 補助金を交付する こ とについて、 厚木市補助金等交付規則

(昭和 45 年厚木市規則第 5 号) に定めるもののほか、 必要な事項を定めるものとす
る。

(対象事業)
第 2条 補助の対象とする事業は、 次のとおりとする。

(1) 狂犬病予防法 (昭和 25 年法律第 24 7 号) に基づく登録及び予防注射等普及啓発
事業のうち、未登録犬及び狂犬病予防注射未実施犬に対する登録等の普及啓発事業

(2) 動物の愛護及び管理に関する法律 (昭和 48 年法律第 105 号) に基づく動物の適
正な取扱いの普及推進事業のうち、 次に掲げる事項

ア 動物の適正飼養の推進
イ マイ ク ロ チ ップ装着の普及推進
ウ 猫不妊 ･ 去勢手術の普及推進

(3) 厚木市みんなで守る美しい環境のま ちづく り条例 (平成 15 年厚木市条例第 5 号)
に基づく みんなで守るべき具体的事項のうち、 動物に関する事項の周知及び啓発
事業

ア 動物のふんの放置禁止

イ 道具等の携行義務
ウ 放し飼いの禁止

(4) その他保健衛生の指導及び動物福祉の推進事業のうち、 次に掲げる事項
ア 人畜共通感染症の予防のための啓発活動
イ 災害時動物救援活動
ウ 補助大の周知及び啓発活動

(補助額)
第 3条 補助額は、 予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付の申請)
第4 条 厚木愛甲獣医師会の代表者は、補助金交付申請書を毎年 4 月末日ま でに市長に

提出 しなければならない。

(補助金の交付時期)
第 5条 補助金の交付時期は、 毎年、 補助金額の 2 分の 1 を 6 月 に、 残額を 1 2月 の 2
期に分けて交付するものとする。

(実績報告)
第 6条 補助金の交付を受けた厚木愛甲獣医師会の代表者は、事業実績報告書を補助事
業等が完了 した日の翌日から起算して 3 0 日ま でに市長に提出 しなければならない。

附 則
こ の要綱は、 平成 1 8 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
公衆衛生推進事業補助金交付要綱 (昭和 5 8 年 6 月 1 日施行) は廃止する。

附 則
こ の要綱は、 平成 2 0 年 4 月 1 日から施行する。

附 則
こ の要綱は、 平成 2 1年 4 月 1 日から施行する。


